
地方財政審議会 2013 年 2 月 12 日 

 地方税の比重を増やす ⇒ 地方団体間の格差が拡大、国の調整財源は減少 

 地方税の比重を落とす ⇒ 交付税等で格差調整はできるが、地方税収は減る 

 

一 考え方 

・地方団体の財政力格差は地方税収に起因するので調整が必要 

・地方交付税では不交付団体と交付団体の間の十分な財政調整は不可能 

・これらを考慮すると、不交付団体を含めた地方団体の財政力格差の是正の 

ためには地方税の中での財政調整をどうするかについて考える必要 

・地方法人特別税は、形式はともかく実態は地方税であり、「国が課税権を 

有する形式にして」地方に分配することにより、実質的に地方税の中での 

財政調整を実現するという、優れた仕組み。暫定措置を恒久化する必要性 

・むしろこの仕組みを他の税目に拡大するといったことを考えていく必要が 

あるのではないか 

・また、地方消費税の県間の清算基準を、実質的に財政力格差が縮むように 

設定することを考えるべき 

・執行を考えると、消費税の地方税化は困難 

 

二 東京都についての考え方 

・交付税財源減少の中で、東京都の税収は落ちていない 

   ↓ 

・法人課税を拡大しにくい中、法人課税以外の地方税についても、 

地方法人特別税方式で配ってはどうか 

・特に固定資産税は都の努力により都の税収が高いわけではない（応益でない） 

 

三 参考） 中里『分権改革下で、東京都のとるべき租税政策』 

         都市問題 102 巻 6 号、2011 年 6 月 

 

 そこで述べた点： 

  ・東京は地方ではない（他の地方団体と同列には論じられない） 

  ・東京都の税収は、東京都の努力で生み出されたものではなく、 

国の集中投資の結果である 

  ・地方法人特別税のようなメカニズムを、固定資産税等についても及ぼしてもよい 

（東京都にとっては厳しいかもしれないが） 

                                        （以上） 
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